
 
 

  

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

     

   

 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

２月は逃げる3月は去ると言いますが、春の訪れをゆっくりと味わいたい中にも、 

卒業や異動など環境が変わる、そわそわウキウキ？！な時季の到来ですね＾＾  

さて、「春分の日」は、昼と夜の長さがほぼ同じになる日で、「自然をたたえ、生物をいつくしむ」日と

して国民の祝日に制定されています。今年の春分の日は3月20日（木）です。また、その前後3日間

を合わせた7日間を「春彼岸（お彼岸）」と呼び、お墓参りをして先祖を供養する風習があり、お墓や仏

壇にぼた餅を供えたり食べたりします。 

お彼岸にぼた餅やおはぎを食べる理由は、魔除けの効果があると信じられているためです。ぼた餅は「牡

丹餅」とも書き、名前のとおり牡丹の花が由来です。ぼた餅はもち米とうるち米を混ぜ合わせたものをあ

んこで包んだ食べ物で、基本的にこしあんを使用します。秋彼岸で食べる「おはぎ」の名前は萩が由来し

ており、つぶあんを使用することが一般的です。理由は秋に収穫した新鮮な小豆を使用できるためで、保

存していた小豆を使用する春のぼた餅は、必然的にこしあんとなります。 

 

令和 8年 2月 20日発行 

清水地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

  （℡0956-76-7333） 

＊コミセンだよりを 

カラーでご覧いただける 

「ぽすこみ」は、こちら  

≪少年科学館☆星きらり☆主催講座のお知らせ≫ 

★ふるさと出身研究者講演会 

『佐世保発研究者！極地研究から学ぶ身近な自然環境との 

つながりについて』 

 

[日時] 3月15日（日）13：30～15：00   

[場所] 清水地区コミセン １F講堂にて 

[講師] 国立極地研究所 研究者 奥野 淳一 氏 

（佐世保市清水中校区出身、小中高を地元佐世保で過ごす） 

 

[対象]小学校高学年・中学生・高校生および一般市民 

  定員 100名 参加費無料 

[内容] ① 極地（南極・北極）の自然と研究の最前線 

② ふるさと佐世保から見えるグローバルな地球の変化  

③ 研究者になるまでの道のりと科学を学ぶ楽しさ 

 

 

 

☆令和８年度「定期使用団体（前期）」を 

募集しています！ 

◆申請期間 R８/４/１（水）～R８/９/３０（水） 

◆申請書提出期限 R８/３/６（金）  

◆提出先・お問い合わせ  

清水地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ  

     76-7333 

 

☆佐世保市出身の方の講演です。 

☆南極・北極など極地の自然環境と、

佐世保の自然・地球環境とのつなが

りについて理解を深める。 

☆研究者になるまでの道のりや研究の

魅力を伝え、子どもたちの探究心や

将来の進路意識の醸成を図る。 

 



寒くなると、カラダが縮こまってきます！ 

かる～く動いて、血行促進！ 

楽しく気軽に始めてみませんか？ 

☆気分転換に！初めての方大歓迎！ 

お気軽にどうぞ！ 

☆参加費 無料、予約不要  

☆運動できる服装で  

☆水筒をご持参ください。 

 

★三世代交流 生き生き広場★ 

～リズムに合わせてスローエアロビクス！～ 

講師 楠本 博美 先生 

3/11（水）13:30～15:00 講堂にて 

＊赤ちゃんからご年配の方までいろいろな 

世代での交流をいたしましょう！ 

 

 

★生き生きすこやかサロン 

『100歳まで元気に明るく』 

合唱・脳トレ・コグニサイズ  

100歳体操など 

3/3（火）10:00～1２:０0  

工作美術室にて  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

☆市立図書館の移動図書館「 」をご利用ください。 

＊3月の巡回は、６日（金）16:10～16:40 

…各種お問い合わせは、どうぞお気軽にお尋ねください！℡76-7333 

消防署からのお知らせ 

１ ３月は火災が発生しやすい時期です！ 

昨年は３月に最も火災が多く発生しました。この時期は空気が乾燥し、 

風が強い日が多いため火の取扱いにはご注意ください。また、「たき 

火による火災」は春先に多く発生しています。たき火（雑草焼却など） 

は、農林漁業関係者のやむを得ない焼却行為等一部の例外を除き、法 

律で禁止されています。  広報動画（YouTube）ＵＲＬ：https://www.youtube.com/watch?v=g4ZdSSr40wM 

２ 林野火災注意報、林野火災警報を新設しました！ 

令和７年の岩手県大船渡市における大規模な山林火災の発生を受け、 

火災予防の強化を目的として、佐世保市火災予防条例を改正し新た 

に「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が開始されました。 

⑴  林野火災注意報 

降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生・延焼しやすい状況になった時に 

発令され、その区域は屋外での火の使用を控えてください。 

⑵  林野火災警報 

注意報の発令基準に加え、低湿度や強風といった条件により、発生した林野火災が大規模化しやす

い危険な状況になったときに発令されます。発令区域では屋外での火の使用が禁止され、違反した

場合は罰則が適用されます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

① ストロベリームーン  ②夜の道標 

③ ぎんなみ商店街の事件簿Sister編 

④ 硝子の塔の殺人  ⑤一次元の挿し木 

⑥ 面白すぎて誰かに話したくなる小泉八雲とセツ 

⑦ 成瀬は都を駆け抜ける 

図書コーナーより

お知らせ 

＊新刊が入荷！ 

https://www.youtube.com/watch?v=g4ZdSSr40wM

